
通常再開に向けて 
校長  鬼頭 孝雄 

先週より登校日が始まりました。今まで灯りが消えていたような学校に、やっと子ど

もたちが戻ってきました。先週、今週共に、少人数での分散登校となりましたので、ま

だまだ淋しい感じがします。しかし、子どもたちが登校するようになって、学校は、子

どもたちのために存在することを改めて実感しました。また、教職員も、様々な変更で

振り回されてきましたが、子どもたちからエネルギーをもらっています。 

さて、メールでもお知らせいたしましたように、来週より、毎日の登校となり、登校

時間も長くなります。先週、今週は、感染予防のための学校でのルールを知る期間でし

た。子どもたちは、頭では新しいルールを理解できたと思います。来週からは、登校す

る人数を増やし、時間や回数を伸ばして、学校での「新しい生活様式」に慣れる期間と

吹田市では位置付けられています。 

毎週、登校のあり方が変わり、保護者の皆様にはご迷惑をおかけしております。また、

グループ分けにつきましても、様々な思いがおありだとは思いますが、検討時間が短い

中で、機械的に決めさせていただいたこと、ご容赦いただきますようにお願いいたしま

す。2 グループに分けての分散登校がいつまで続くかは未定ですが、通常再開に向けて

の一時的な措置であることをご理解いただきたいと思います。 

来週からの学習につきましては、分散登校の間は、３時間の授業時間でできる限りの

ことを行い、宿題を出させていただきます。 

子どもたちは、登校すると、友達と話したり、触れ合ったりしたいと思いますが、感

染防止の観点から、密集することができないために、そのようにすることができません。

本来は、友達とのかかわりの中で、様々なことを学び身に着けていくものですが、難し

い状況です。学校にいる時間が長くなれば、逆に子どもたちに対してストレスを与えて

しまわざるを得ないことが残念です。しかし、自分のしたいことをがまんして、感染予

防のための行動をとることで、自分の命や、周りの人の命を大切にする思いを強く持っ

てくれればと願っております。 

給食につきましても、11 日（木）12 日（金）は簡易な給食の提供を検討しているとの

ことですが、詳細は未定です。アレルギーの対応もありますので、通知がありましたら、

すぐにお知らせいたします。 

 

出席扱いについて 

6 月 1 日（月）よりの分散登校につきましては、授業日となりますので、出席扱いと

いたします。出来る限りの感染予防策を取りますが、不安のある方につきましては、学

校の方にご連絡ください。登校方法を含めて、相談していきたいと考えております。 

吹田市立西山田小学校 

 

 

            令和２年(２０２０年)６月号 



６月 1日（月）からの登校予定 

 各学年２グループに分け、午前と午後の登校とします。また、下足室での混雑を緩和

するために、１，２，４年生と、３，５，６年生の登校時間をずらします。 

1年 A、2年 A、４年 A 
登校時間 ８時３０分 

下校時間 １０時５５分 

１年 B、２年 B、４年 B 
登校時間 １２時３０分 

下校時間 １４時５５分 

 

３年 A、５年 A、６年 A 
登校時間 ８時４５分 

下校時間 １１時１０分 

３年 B、５年 B、６年 B 
登校時間 １２時４５分 

下校時間 １５時１０分 

※３～６年生の Cグループについては、A 又は Bグループへの変更を担任よりお知らせ

します。 

※１１日（木）、１２日(金)に簡易給食が実施された場合のために、入れ替えの時間を長

くしています。 

※簡易給食が実施される場合は、改めてお知らせいたします。 

※１０分前までは、下足室での密集を避けるために登校させないでください。 

※感染予防対策のために、登校時にはマスクの着用をお願いいたします。 

※発熱等体調が悪くなった場合は、お迎えをお願いします。学校からご連絡いたします

ので、連絡がつくようにしてください。お迎えが来るまでは、会議室で待機します。 

※登校割り当ては、あくまでも現時点での予定です。変更になる場合は、お知らせしま 

す。 

※登下校の見守りができる方は、できる範囲でよろしくお願いいたします。 

児童の預かりについて 

 ６月１日（月）より、学校による児童の預かり措置は、実施しません。 

持ち物 

 各学年より、お知らせします。 

家庭学習課題回収箱、各学年のメールアドレス 

 引き続き設置しております。必要な方はご利用ください。 

個人情報について（６月１日に配布します。） 

 ・安全カード：昨年度のものつきましては、学校で処分します。新たに記入をお願い 

します。 

 ・児童調査票：昨年度のものを返却しますので、２，４，６年生は追記し、３，５年 

生は新たに記入してください。 

 ・緊急時児童引き取りカード：昨年度のものを返却します。追記、変更がありました 

らお願いします。 


